新規
[bookmark: _Hlk210727885]上田市中学校部活動地域展開
「うえJOYクラブ」募集要領（4・5次募集）


　「うえJOYクラブ」は、学校部活動や地域団体など幅広い団体が、運営主体（上田市教育委員会）への登録を経て、実施主体（地域クラブ）となることで、地域の多様な人材との豊かな交流を通じ、新しい価値の創出を目指します。
　この趣旨に沿って、子どもたちが主体的に選択し、多様な活動に参加できる機会を確保するとともに、安全な活動の場を提供できる地域クラブを下記により公募します。　
なお、上田地域クラブのネーミング決定に伴い、「うえJOY」基本方針として、本年度８月開催予定の上田市地域クラブ活動推進協議会にて見直しを行うまでの間は、「（仮称）上田地域クラブ」基本方針により応募を継続します。
また、すでに認定を受けたクラブの令和９年度の継続申請については、別途案内します。
　
記
　
１　募集する「うえJOYクラブ」の活動概要
（１）活動内容
[bookmark: _Hlk201379354][bookmark: _Hlk198201637] 　・『「（仮称）上田地域クラブ」基本方針』（令和７年９月策定）に基づき、スポーツ・文化活動（これ
    までの部活動にない種目を含む）を実施する。
 　　
（２）活動場所
　 ・上田市立中学校施設及び上田市内公共施設を原則とする。
近隣市町村の施設を利用する場合は、事務局に相談すること。
※上田市の学校体育施設利用について、移行期の令和8年度は、上田市HP掲載「令和8年度上
　田地域クラブにおける学校施設の使用に関する手引き」に基づいて行う。
　　 ※現在、「学校及び公共施設の利用規定」の見直しを検討している。
　　　 ☞申請書には、現在活動している場所又は活動希望場所を記入すること。

（３）対象・定員
   ・対象：中学１～３年生（ただし、中学生以外の参加も可。）
　 　※対象者、定員の詳細は、運営団体又は実施主体が定める

（４）会費・指導者謝礼
 　・会費は月3,000円、指導者謝礼は1時間1,000円程度を基本とするが、活動頻度や活動内容に応
　　 じて、クラブごと規約に定めて運用する。
   ・クラブ立ち上げの資金として1クラブに対して２年間（2回）補助をする。
　　　　１年（回）目：上限２０万円　　２年（回）目：上限１０万円
   ※申請方法等の詳細は、上田市HP掲載「上田市地域クラブ創設等支援補助金交付要綱」を参照

（５）活動時間
 　・平日は２時間程度、学校休業日は３時間程度までを基本とする。
 　・平日は 16 時から 20 時 30 分のうち２時間程度まで、学校の休業日は 18 時までの日中のうち
　　 ３時間程度までを基本とし、施設状況等を踏まえるものとする。
　 ・夏休みなど長期休業中は別途調整を行う。
　 　　☞申請書には、活動開始予定時刻を記入すること。

（６）活動期間
   ・年度初めから年度末までの１年間とし、毎年更新する。

２　認定要件
　次に掲げる条件（詳細は『「（仮称）上田地域クラブ」基本方針』）を全て満たしていること。
 （１）「上田市中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針」を遵守した活動であること。
（２）原則、上田市内の中学生を対象とし、地域クラブ活動に自由に加入及び退会できること。（中学
　　　生以外の年代層の受け入れも可とする。近隣市町村の中学生の受け入れについては、事務局に
　　　相談すること。ただし、競技力強化等の観点から広域から生徒を集めることは認められない。) 
（３）いずれかの運営団体(スポーツ協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、指導者会、
文化芸術協会、文化少年団、公民館等)に加盟し、運営団体と協力して適正なガバナンスを確保
すること。 (加盟できる運営団体がない場合は事務局と協議する。) 
（４）事務局が主催する指導者研修を必ず受講し、クラブ運営や指導に生かすこと。
（５）規約を作成しており、その内容が社会通念上、適切であると認められること。
規約には以下の要件を満たす内容が記載されていること。 
ア 目的　 イ 入退会の方法　ウ 会計　エ　保険加入（クラブ員、指導者）
     エ 役員（正副責任者・会計・監事等） オ 総会 
なお、団体の責任者は 18 歳以上（高校生及び大学生は除く）とすること。
（６）持続可能な地域クラブの運営を目指し、複数の役員や指導者が運営に携わっていること。
     （スタッフの転勤等によりクラブの存続ができなくなることがないようにする。）
（７）営利目的を主にした地域クラブ活動の運営ではないこと。
（８）参加する子どもたちの健康面に配慮し、活動中や移動中の安全確保に努め、事故やトラブルの未
然防止に努めること。
（９）団体を構成する全ての者が、体罰・暴言・ハラスメントがいかなる場合にも決して許されないも
のであるとの認識を持ち、これらの行為を決して行わないこと。
（10）子どもたちの活動内容や活動実績について、在籍校と必要に応じて情報共有を行うこと。 
（11）個人情報の保護に関する法律を遵守し、活動によって知り得た個人情報を適切に取り扱うこと。
（12）「上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱」に基づく除外措置を受けていないこと。
（13）参加者へ政治・宗教に関する活動をしないこと。

３　応募方法・結果公表
　・原則、令和8年中から活動を開始する新規「うえJOYクラブ」の応募を次の日程で随時受付ける。
	
	公表日（上田市HPにて公表）
	審査対象申込期限

	第４次募集
	令和８年５月２９日（金）
	５月１９日（火）まで

	第５次募集
	令和８年７月０３日（金）
	６月２３日（火）まで


　　※令和９年度からの全中学校の部活動のクラブ化の見通しがつくまで募集を続けます。
　　
・申請内容①～⑦をメールにて応募する。　メールアドレス : Ueda-club@city.ueda.nagano.jp
　　※申請の際、各ファイル名の先頭に「【○○クラブ】をつけてください。
・ア【作成例提示】独自作成可
・イ～オ、サ
　　【Googleフォーム】
・カ～コ
　　【様式あり】ケコ以外独自様式可

＜申請内容＞（『「（仮称）上田地域クラブ」基本方針 ２－３運営方針の策定』参照
　①「うえJOYクラブ」登録申請書→【別添様式】
　②クラブの規約(目的、入退会、会計、保険、役員、総会等) →【作成例を参考に作成ください】
　　　③構成役員・指導者名簿→【様式１】独自様式可
　　　④クラブ員名簿→【様式２】独自様式可　※現状のもので可。
　　　⑤収支予算書→【様式３】独自様式可
　　　⑥活動計画書→【様式４】
　　　⑦「（仮称）上田地域クラブ」認定要件確認書→【様式５】

４　審査の方法等
（１）審査
　　・各クラブからの申請内容をもとに、必要に応じて現地視察やヒアリングを行い審査します。
（２）審査結果の通知
    ・審査結果はすべての申請クラブに文書で通知します。【様式６・７】
なお、登録クラブについては、上田市ホームページにおいて公表します。
・電話等による問い合わせには応じません。また、審査結果に対する異議申し立てはできません。

５「うえJOYクラブ」開始までのスケジュール（経過及び予定）
　令和７年10月8日（水）～「うえJOYクラブ」募集開始(1次・２次・3次・臨時)　 　　　　 　　　　         
  令和8年２月下旬～　 　　R8「先行実施クラブ」一覧公表（HP、部活動地域展開情報 等）
　　　　　４月　　　　 　 「うえJOYクラブ」先行実施クラブ活動開始
　　　　　４月以降 　 　　「うえJOYクラブ」募集（4次・5次　随時受付）
＊結果公表は「３ 応募方法・結果公表」参照
                　　　　　  ＊審査結果の通知は、結果の公表に合わせて発出
          ８月以降　　　 　R9全クラブ化の見通し確定・クラブ化準備

６　その他
（１）申請に要する費用は、申請者の負担とします。
（２）申請内容は、上田市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する
      情報等）を除いて、情報公開の対象となります。
（３）審査の結果、登録されたクラブは、事務局が審査結果を公表する場合、及び今後の部活動の地域
　　　展開の推進にあたって必要な場合に、申請内容の一部を必要な範囲で使用することについて、あ
　　　らかじめ承認するものとします。
　　　※本申請を基に「上田市中学生が参加できるスポーツ・文化芸術団体」一覧表を作成し、HPに
　　　　掲載します。
（４）特定の中学校あるいは公共施設において、複数クラブから利用希望があった場合は、必要に応じ
      てヒアリングを行った上で、総合的に判断を行い選定するとともに、別の活動場所を提示する場
 合があります。（「令和8年度上田地域クラブにおける学校施設の使用に関する手引き」参照）
（５）本募集要領などに関し、不明な点等がある場合は質問書【様式８】を「７ 申請先・問い合わせ」
      に記載しているメールアドレスにて提出してください。
（６）「うえJOYクラブ」の申請はしないが、「上田市中学生が参加できるスポーツ・文化芸術団体」一
覧表に掲載を希望するクラブ（準うえJOYクラブ）は、【様式９】によりメールにて申請してく
ださい。
（７）公民館の活動団体で、中学生を受け入れ、「上田市中学生が参加できるスポーツ・文化芸術団
　　　体」一覧表に掲載を希望する場合は、【様式10】を公民館に提出してください。

７　申請先・問い合わせ
　〒386-8601
　上田市大手一丁目11番16号　上田市役所南庁舎２階
　上田市地域クラブ活動推進協議会事務局  担当：清水、綿内、齋藤、畠山、緑川
　電 話：0268-23-5109　 ※受付時間 平日9:00～12:00､13:00～16:00
[image: ]　メールアドレス：Ueda-club@city.ueda.nagano.jp
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　◎『「（仮称）上田地域クラブ」基本方針』（令和７年９月策定）
[bookmark: _GoBack]　　　URL : https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/attachment/74870.pdf
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